
様式第５－２号（用紙  日本工業規格Ａ４縦型）  

 

屋外広告物是正計画書（改修）  
 

 屋外広告物の表示  

 （設置）場所  
 

屋外広告物の種類   

表 示 内 容  

是 正 内 容   

許 可 申 請 等 

 

（許可申請が必要な場合に記載） 

是正計画書が受理されてから、是正を開始するまでの間に、

是正後の屋外広告物の許可申請手続きを行います。  

 

是 正 期 限 

 

是正計画書提出から○日以内（最長３か月）に改修し、完了

後は、直ちに是正完了届を提出します。   

 

 上記のとおり是正計画書を提出します。  

 

     年   月   日  

 

 菊川市建設経済部  都市政策課長  あて  

 

                        住  所  

                        氏  名          印  

                       （電話           ）  

 


